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令和 5年 (2023年)10月 4日

予算洪算委員長 小野 泰宏 様

予算決算委員会総務文教分科会委員長

発言訂正申出書

10月 3日 の予算決算委員会での総務文教分科会委員長報告における私の発言に

ついて、下記のとおり訂正したいので委員会条例第 46条の規定により申し出ます。

記

1 訂正すべき発言

総務文教分科会委員長報告における私の発言の一部

訂正前 :「質疑終結後、自由討議はありませんでした。」

訂正後 :「質疑終結後、自由討議に入り、決算で余つたお金を公共施設整備基金や

学校教育施設整備基金に積み立てているが、これらの施設整備は、補助金

でも対応できるし、後々の方も使う1施設なので、地方債で対応すべきと考

える。そのため、余つたお金は、積み立てるのではなく、年度内に消化す

るのが理想ではないか、との意見がありました。」     ―`

2 理  由

錯誤のため。
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